
 

 

令和３年７月２９日 

 

県民・事業者の皆様へ 

 

愛媛県知事 中村 時広 

 

新型コロナウイルス感染症に関する「感染警戒期（特別警戒期間）」

への引き上げについて 

 

県民・事業者の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に

御協力いただき、感謝申し上げます。 

 

本県では、６月２２日に「感染警戒期（特別警戒期間）」から「感染警戒期」に移行

し、緊急事態宣言地域等からの感染の持ち込みや持ち帰り、特に、アルファ株を凌ぐ

感染力を持つデルタ株による感染再拡大への強い警戒を続けつつ、会食基準の段

階的緩和や県内宿泊旅行代金割引の実施など、社会経済活動の再開に向けた歩

みを着実に進めてまいりました。 

  

しかしながら、７月前半まで落ち着いていた本県の感染状況は、中旬以降、増加

傾向に転じるとともに、約１週間の間に、３つのクラスターが確認されるなど、本県は、

徐々に第５波の入り口に近づいている状況にあります。特に、連日、陽性確認が続く

松山市は、既に「第５波の入り口にある」前提での対処が必要な状況です。 

７月以降の県内の感染事例の中で、感染経路が「県外」と推定される事例は、約４

割（54事例中 20事例）に上ります。全国的にデルタ株の確認が増加傾向にある中、

県外からの感染の持ち込みや持ち帰りが、県内の感染再拡大の最大のリスク要因

となっています。 

 

こうした中、昨日の東京都の陽性者数は、3，000人を超え、連日、過去最多を更

新するなど、緊急事態宣言が発令されている中でも、感染拡大に歯止めがかからず、

全くピークが見えません。その影響は、首都圏全体に、そして全国に及び、昨日の全

国の陽性者数も 9，000 名を超え、過去最多となりました。 

東京都の感染急増は、本県にとって、決して「対岸の火事」ではありません。第５

波は目の前に迫ってきています。 

 

この首都圏等の差し迫った状況を受け、本県の感染再拡大を防ぐためには、もは

や一刻の猶予も残されていないと判断し、本日から、本県独自の警戒レベルを「感

染警戒期」の中でも特に警戒を強める『特別警戒期間』に引き上げることとしまし

た。 



 

 

  

  

「特別警戒期間」中に県民や事業者の皆様にお願いしたいことは、次の４つです。 

○緊急事態宣言地域等のほか、感染拡大地域との不要不急の出張・往来の自粛 

   こうした地域からの帰省や、これらの地域の方々を交えた飲食を伴う同窓会等

の開催は、延期又は中止を検討いただくようお願いします。ご家族やご親族、ご

友人等への呼びかけもお願いします。 

○決して油断せず感染回避行動の継続徹底 

正しいマスクの着用や、こまめな手指消毒、共用物等の消毒など、これまで以

上の感染対策の徹底をお願いします。 

また、不特定多数の方で混雑するような場所への出入りは控えていただきます

ようお願いします。 

○体調異変時は休んで受診 

   これまでも繰り返しお願いしておりますが、少しでも症状が現れた場合は、出

勤や通学等を見合わせ、医療機関に連絡の上、受診いただくようお願いします。 

   特に、家庭内や学校、職場などの同じ空間に、複数の体調不良者がいるような

場合は、周囲による呼びかけも含め、徹底をお願いします。 

○ルールを守った会食の徹底 

   会食のルールの一層の徹底をお願いします。 

 

 夏休みに入り、お盆も控えている中で、心苦しい限りではありますが、感染の再拡

大を何としても防ぐため、県民や事業者の皆様におきましては、警戒レベルを一段

あげていただき、これまで以上に感染回避行動の徹底をお願いします。 

  

なお、「特別警戒期間」の対策の詳細等は別添の資料にまとめておりますの

で、ぜひご一読いただきますようお願いします。 

また、警戒レベルの切り替えについては、昨日及び本日の記者会見でご説明

しましたので、皆様におかれては、以下の２次元コードから、本日の会見の録

画データをご覧いただきますようお願いします。 

 

 

      昨日の会見          本日の会見 



「 感 染 警 戒 期 」
〜 特別警戒期間 〜
７月２９日(木)〜当⾯の間
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○感染⼒が強いデルタ株の影響により、東京都をはじめ⾸都圏
や関⻄圏では感染が急速に拡⼤しています。

○本県においても、その影響は避けられず、一気に感染が拡⼤
する危機が迫っています。

警戒レベルを上げ、
これまで以上に徹底した感染回避⾏動を︕

0

10

20

30

40

50

60

70

80

7/1〜7/7 7/8〜7/14 7/15〜7/21 7/22〜7/28

新規事例の陽性者数 既存事例の陽性者数

22

2

陽性者数の推移（愛媛県）
県内は第５波の入り口が迫ってきている状況
（松⼭市は第５波の入り口に⽴っている）

・県内でデルタ株やL４５２R変異株の確認以降、新規事例が連⽇発⽣
・それに伴い、それぞれの事例から濃厚接触者等へ感染が拡大
・デルタ株の影響で従来では感染することが少なかった接触で感染の可能性あり

※公表日ベース
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・愛媛県：141人 （7/29時点）
（累計：2,895人）

（陽性者の居住地をもとに集計）

：51〜100人
：21〜50人
：6〜20人
：1〜5人

県外在住２人
（累計70人）

男女の内訳（人）

市町名 陽性者数 （累計）
松山市 70人 （1,657人）
⻄条市 25人 （113人）
今治市 16人 （243人）

四国中央市 11人 （114人）
伊予市 6人 （37人）
新居浜市 6人 （249人）
八幡浜市 3人 （21人）
宇和島市 1人 （102人）
東温市 1人 （84人）
大洲市 0人 （57人）
松前町 0人 （49人）
砥部町 0人 （35人）
⻄予市 0人 （20人）
愛南町 0人 （10人）
内子町 0人 （9人）
上島町 0人 （7人）

久万高原町 0人 （6人）
⻤北町 0人 （5人）
松野町 0人 （4人）
伊方町 0人 （3人）

3

男
75

女
66

７⽉以降の市町別陽性者の状況
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ステージⅢの判断目安：「入院患者数：44人」

入院患者数等の推移

・県内でデルタ株やL452Ｒ変異株の確認以降、
入院患者数が増加し、ステージⅢの指標を超過

・コロナ病床は218床を維持しているため、
ひっ迫している状況ではないが、警戒が必要
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ステージⅣの判断目安：「入院患者数：109人」
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全国・東京の陽性者数

東京の陽性者数の動きは、
全国の陽性者数の動きと
密接にリンク
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埼玉県

千葉県

大阪府

首都圏（東京を除く）、大阪の陽性者数

神奈川県
・東京以外の首都圏も増加
・大阪は急激に増加
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埼玉・千葉・神奈川・大阪

※公表日ベース



主な要請・依頼内容

○緊急事態宣言地域等（まん延防止等重点措置地域を含む）のほか、
感染拡大地域との不要不急の出張・往来の自粛［法要請］

○県内も不特定多数の方で混雑するような場所への出入り
は控える［法要請］

・特に連日陽性確認が続く松山市は要注意

・松山市内の外出や人との接触、会合の機会を減らす

○会食の注意［法要請］

➢複数での会食は、行動歴や体調の確認、感染対策のとれた店で
あるか、より一層のチェック

➢松山市繁華街モニタリング結果等を踏まえて基準変更を検討

○学校活動の制限
➢県内交流は地域の感染状況を踏まえつつ実施

○県管理施設
➢松山市及び周辺地域の集客施設は入場制限を実施

7

感染警戒期〜特別警戒期間〜
４つのポイント

②決して油断せず感染回避⾏動の継続徹底
（感染防止の基本）

③体調異変時は休んで受診
（職場・学校への感染拡⼤阻止）

①緊急事態宣言・感染拡⼤地域等との往来自粛
（変異株持ち込み対策）

④ルールを守った会食の徹底
（飲食店・会食クラスターの阻止）8

※マスク着用、手指消毒等の徹底



項目 ７月２８日まで ７月２９日〜当⾯の間
対策期間 6/22(火)〜7/28(水) 7/29(木)〜当⾯の間
期間名称 「感染警戒期」 「感染警戒期〜特別警戒期間〜」

県外往来
・

県内行動
自粛要請

等

【法要請】
・緊急事態宣言地域等との不要不急の出張、
往来自粛

【協力依頼】
・会⾷の注意（大人数・⻑時間を避けて）

・感染回避行動の徹底
・「５つの場⾯」の注意

【法要請】
・緊急事態宣言地域等のほか、感染拡大
地域との不要不急の出張、往来自粛

・県内も不特定多数の方で混雑するような
場所への出入りは控える
※陽性確認が続く松山市は要注意
※松山市内の外出や人との接触、会合
の機会を減らす

・会⾷の注意（大人数・⻑時間を避けて）
※複数での会⾷は、行動歴や体調の確認、
感染対策のとれた店であるか、より一
層のチェックを

※松山市繁華街モニタリング結果等を
踏まえて基準変更を検討

・感染回避行動の徹底
・「５つの場⾯」の注意

事業活動
に対する
要請等

【協力依頼】
・業種別ガイドラインの徹底
・職場内での徹底した感染防止対策の実行
・飲⾷店や商業施設、イベント、催物等で
の徹底した感染対策の実行

【法要請】
・業種別ガイドラインの徹底
・職場内での徹底した感染防止対策の実行
・飲⾷店や商業施設、イベント、催物等で
の徹底した感染対策の実行

「特別警戒期間」の要請内容等①
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項目 ７月２８日まで ７月２９日〜当⾯の間

⾯会制限
等

・医療・高齢者施設の⾯会制限
（施設⻑等の判断による）

・医療・高齢者施設の⾯会制限
（施設⻑等の判断による）

・医療・高齢者施設の感染対策の再点検

学校活動
の制限等

《学校活動》
・身体接触を伴う活動等は注意して実施
・校外交流のうち
※県内交流は注意して実施
※県外交流は厳選して実施。ただし、
緊急事態宣言地域等との交流は原則禁止

《部活動に係る大会》
・県内公式大会は実施(主催者が観客制限)
・全国大会等への県代表参加は例外的に
認める

《学校活動》
・身体接触を伴う活動等は注意して実施
・校外交流のうち
※県内交流は地域の感染状況を踏まえ
つつ実施

※県外交流は厳選して実施。ただし、
緊急事態宣言地域等及び感染拡大地域
との交流は原則禁止

《部活動に係る大会》
・県内公式大会は実施(主催者が観客制限)
・全国大会等への県代表参加は例外的に
認める

※教員による見守り活動を強化
県主催
イベント

県主催の集客イベントは感染防止対策を徹
底して開催

県主催の集客イベントは感染防止対策を徹
底して開催

県管理
施設

・感染防止対策を徹底
・貸館利用は条件を付して許可

・感染防止対策を徹底
・貸館利用は条件を付して許可
※松山市及び周辺地域の集客施設は
入場制限を実施

「特別警戒期間」の要請内容等②

10



感染拡大を防ぐための要請内容(詳細)

【県⺠・事業者の皆さんへの要請】
○緊急事態宣言地域等のほか、感染拡大地域との不要不急
の出張、往来自粛【変更】 （特措法第24条９項）
➣ 緊急事態宣言地域等（まん延防止等重点措置地域を含む）との
出張・往来は引き続き自粛

➣ その他感染拡⼤地域（新規陽性者数がステージⅢ相当（人口10万人
あたり週15人以上）の都道府県等）とも不要不急の出張、往来を自粛

➢ やむを得ず出張、往来する場合は、訪問先自治体の感染状況を
確認し、現地の注意事項に従うなど感染回避⾏動を徹底

➢ 上記の地域からの帰省等は、延期または中止
○県内も不特定多数の⽅で混雑するような場所への出入りは
控える 【変更】 （特措法第24条９項）
➣ 特に、連日陽性確認が続く松山市は要注意
➢ 松山市内の外出や人との接触、会合の機会を減らす
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【県⺠・事業者の皆さんへの協⼒依頼】
○会食の注意 【変更】 （特措法第24条９項）

➣ 会食は以下のルールをより一層徹底

➢ 夏休み期間中、久しぶりに会う親戚や友人との会食は特に注意
※県外の友人等との同窓会やルールを逸脱した会食は控える。

➢ 自宅等飲食店以外での会食も同様に注意
※自宅に友人や親族を招いての会食でも、十分な感染防止対策を徹底。

➢ 松山市繁華街モニタリング結果等を踏まえて基準変更を検討
●対象︓松山市繁華街の「接待を伴う飲食店」や「深夜営業のバー」の従業員
●期間︓キット配布（7/28〜30）、検体回収（7/29〜30、8/2〜3）

感染拡大を防ぐための協⼒依頼内容(詳細)

12

①感染リスクの⾼い⾏動のない人と
②⼤人数や⻑時間を避けて
③少しでも体調に異常があれば出席しない、させない
④感染防止対策が徹底されている店を利用



【県⺠の皆さんへの協⼒依頼】
➣ 感染回避⾏動の徹底【継続】 （特措法第24条９項）
●体調に異変を感じたら、外出や人との接触を避け、医療機関に
事前に相談の上、受診

●家庭内に症状のある人が複数いる場合は、必ず早期の受診を促す。
●基本的な感染対策の徹底［マスクは適切に着用（⿐出しマスクなど
不完全な着用は効果なし］、手指消毒は極めて有効）

➣ 感染リスクが高まる「５つの場面」に十分注意【継続】
※「５つの場⾯」

①飲酒を伴う懇親会等 ②⼤人数や⻑時間におよぶ飲食
③マスクなしでの会話 ④狭い空間での共同生活
⑤居場所の切り替わり
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感染拡大を防ぐための協⼒依頼内容(詳細)

【事業者の皆さんへの協⼒依頼】
○業種別ガイドラインの実践【継続】 （特措法第24条９項）
○職場内での徹底した感染防⽌対策の実⾏【継続】
➣ テレワーク、時差出勤の利用促進 （特措法第24条９項）
➣ 日常の執務室だけでなく、更⾐室・休憩室等も含めた職場内の感染拡⼤防止対策の徹底
（こまめな手指消毒、共用物等の消毒、換気の徹底）

➣ 毎日の検温と報告など、従業員の体調確認の徹底。休暇取得の推奨
➣ 職場内に症状のある人が複数いる場合は必ず早期の受診を促す

○飲食店や商業施設、イベント・催物等の徹底した感染
対策の実⾏（業務の特性等を踏まえ）【継続】
➣ 入場者が密にならないような整理誘導 （特措法第24条９項）
➣ 発熱等有症状者の入場を避けるための措置
➣ 手指の消毒設備の設置と、利用者等への呼びかけ
➣ 入場者へマスクの着用徹底等の呼びかけ
➣ マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止
（すでに入場している者の退場も含む）

➣ 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置
（アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保、換気の徹底など）

➣ 従業員への検査勧奨

感染拡大を防ぐための協⼒依頼内容(詳細)
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【学校関係】
教育活動全般【変更】
○身体接触を伴う活動等は、注意して実施
○校外との交流活動については
・県内交流は、地域の感染状況を踏まえつつ実施
・県外交流は、「厳選したもののみ実施」
ただし、緊急事態宣言地域等及び感染拡⼤地域との交流は
原則禁止

《部活動に係る大会》
○県内の公式⼤会は実施(必要に応じ、主催者が観客を制限）
○全国⼤会等への県代表としての参加は例外的に認める
※教員による⾒守り活動を強化

学校活動の制限等
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【県管理施設関係】
○県管理施設は感染防止対策を徹底して原則開館【継続】
※松⼭市及び周辺地域の集客施設は入場制限を実施【変更】
【感染防止対策】
・施設の規模や条件に応じた感染防止対策の徹底
・緊急事態宣言地域等及び感染拡⼤地域からの来訪者等に対しては、施設利用
を控えるよう協⼒依頼
（告知文の掲示、施設ホームページへの掲載による周知等）
・上記※の施設における入場者数の適正管理や有症状者等の入場制限等の徹底
○県管理施設の貸館利⽤は以下を条件に「利⽤を許可」
【継続】

・ガイドラインの遵守等、感染防止対策の徹底
・イベント参加者全員の把握と、陽性者が発生した場合の連絡先の把握
・えひめコロナお知らせネットの活用徹底

【イベント関係】
○感染防⽌対策を徹底して開催（県主催イベント）【継続】

【県の取扱い】
イベント等の取扱い(詳細)
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